
対象数量算出の手引き（令和７年度）

下記ア～イは対象数量算出方法を説明しています。対象期間は令和６年４月 1日から令和７年

３月 31 日になりますが、実績がない期間の数量についても対象となるため、推計参考者の数量を

参考に算出してください。

○推計参考者

ア 令和６年４月１日以前から自ら漁業等を経営している者

R6.4.1 R7.3.31 R8.3.31

イ 令和６年４月２日～令和７年３月 31 日の期間に自ら漁業等の経営をするに至った者

〇令和６年４月 10 日に漁業等を開始した場合

R6.4.1 R6.4.10 R7.3.31 R8.3.31

＜購入量（推計）の算出方法＞

ウ 令和７年４月１日以降に自ら漁業等の経営をするに至った者

〇令和７年４月 20 日に漁業等を開始した場合

R6.4.1 R7.1.1 R7.3.31 R7.4.20 R7.12.31 R8.3.31

＜購入量（推計）の算出方法＞

項目 事項

漁業用燃油 同種の漁業種類を行っており、操業の根拠地等の類似性が高いこと

養殖用配合飼料等 同じ魚種を養殖しており、出荷する際のサイズ等の類似性が高いこと

購入量（実績）

購入量（推計） 購入量（実績）

推計参考者の R6.4.1～R6.4.9 の購入量
×

R6.4.10～R7.3.31 の

購入量（実績）推計参考者の R6.4.10～R7.3.31 の購入量

購入量（推計） 購入量（実績）

推計参考者の R7.1.1～R7.3.31 までの購入量
×

R7.4.20～R7.12.31 の

購入量（実績）推計参考者の R7.4.20～R7.12.31 までの購入量

漁業等を経営

漁業等を経営

漁業等を経営


